
                       

 令 和 ５ 年 ３ 月 3 0 日 
                            官 庁 営 繕 部 計 画 課 

 

官庁営繕事業における積算基準を改定しました 
～公共建築工事の適正な予定価格の設定に向けて～ 

 

国土交通省では、実態調査等に基づき、公共建築工事に適用する積算基準等の見直しを行っ
ています。 

今般、令和５年度から適用する基準として、「公共建築工事共通費積算基準」等を改定しまし
た。本改定内容は、令和５年４月以降に入札手続きを開始する官庁営繕工事に適用します。 

 
１．今回改定した技術基準一覧 
   ・公共建築工事共通費積算基準    ・公共建築数量積算基準    ・公共建築設備数量積算基準 
   ・公共建築工事標準単価積算基準  ・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編、設備工事編） 

・公共建築工事見積標準書式（建築工事編、設備工事編） 
・公共建築工事積算基準等資料    ・営繕工事積算チェックマニュアル 

 
２．主な改定の内容 
（１）公共建築工事共通費積算基準 

○ 共通費実態調査の結果を踏まえ、共通仮設費率及び現場管理費率の算定式等の見直し 

（２）公共建築数量積算基準、公共建築工事内訳書標準書式、公共建築工事見積標準書式 
○ 小規模の軸組構法の木造建築物に関する積算基準の追加（数量算出について、製材の所要数量

等で算出する方法を追加） 
 
※ その他の詳細については、官庁営繕部の HP をご覧ください。 

【ＨＰアドレス】 https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html 
 

３．普及・促進に向けた今後の取組み 
○ 本改定内容は、地方整備局等へ通知するとともに、都道府県・政令指定都市へ参考送付します。 
○ 各種会議や公共建築相談窓口における個別相談対応等、様々な機会を捉えて他の公共発注機関

に対し広く情報提供することで、普及・促進を図ります。 
 

＜問い合わせ先＞（代表 03-5253-8111） 
 国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 計画課 営繕積算企画調整室 
   営繕積算高度化対策官 城澤（内線 23243） 
   積算基準係長       松澤（内線 23246） 

直通：03-5253-8236  

 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000017.html

